
                       令和３年５月７日 

   

関係団体 御中 

(公社)石川県調理師会、（一社）全日本司厨士協会石川県本部、 

(一社)石川県洋菓子協会、石川県商工会議所連合会、石川県商工会連合会、 

石川県中小企業団体中央会、石川県経営者協会、金沢経済同友会 

 

                  石川県企画振興部企画課 

                  石川県商工労働部経営支援課 

 

 新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる営業時間短縮要請等について 

 

日頃、本県行政の推進について、ご理解、ご協力いただき厚くお礼申し

上げます。 

また、先月 28 日から今月 11 日にかけての飲食店への営業時間短縮要請

の実施にご協力をいただき、重ねてお礼申し上げます。 

今般、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、引き続き、新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法に基づいて、下記のとおり営業時間短縮要請を

実施することといたしましたので、貴組合員の皆様への周知に関して、特

段のご協力及びご配慮いただきますようよろしくお願いいたします。 

また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて、全

期間協力いただける店舗に対し、協力金を支給することとしておりますの

で、営業時間の短縮につき、ご協力賜りますようよろしくお願いいたしま

す。 

なお、令和 3 年 4月 28 日（水）～5月 11 日（火）の間の飲食店への営

業時間短縮要請に係る協力金につきましては、5月 10 日（月）に申請要項

を公表し、5 月 12 日（水）に受付を開始することとしましたので、併せて

お伝えいたします。 

 

記 

 

（要請内容） 

（1）期  間  令和 3年 5月 12 日（水）～5月 25 日（火） 

（2）区  域  石川県内全域 

（3）対  象  食品衛生法上の営業許可を取得している飲食店 

         (カラオケ店、バー等含む。) 

（4）要請内容 【金沢市】 

午後 8 時までの時短営業（営業開始は午前 5 時以降） 

                 酒類の提供は午後 7 時まで 

 



        【金沢市を除く１８市町】 

午後 9 時までの時短営業（営業開始は午前 5 時以降） 

                 酒類の提供は午後 8 時まで 

（5）協 力 金  全期間実施を前提に、１店舗あたり 

        【金沢市】 

 中小企業 3 万円/日～10 万円/日 

         大企業   1 日あたりの売上高の減少額×0.4 

              (上限 20 万円。中小企業も選択可) 

        【金沢市を除く１８市町】 

         中小企業 2.5 万円/日～7.5 万円/日 

         大企業   1 日あたりの売上高の減少額×0.4 

              (上限 20 万円。中小企業も選択可) 

 

（協力金や融資等、お問い合わせ先） 

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金コールセンター 

（１）開設期間 令和 3年 4月 27 日（火）から開設中 

（２）開設時間 9：00～18：00（土日祝日含む毎日） 

（３）連 絡 先 076（225）1920 


